
 

■ＪＰ ＢＡＮＫ カード ＷＥＢ特約 
 

第１条 取扱概要 

  この特約は、株式会社ゆうちょ銀行（以下「当行」といいます。）に対し、この特約及びＪＰ Ｂ

ＡＮＫ ＶＩＳＡカード／マスターカード会員規定（以下「会員規定」といいます。）を承認したＪ

Ｐ ＢＡＮＫ ＶＩＳＡカード／マスターカード会員（以下「会員」といいます。）のうち、当行所

定の方法で当行がインターネット上で運営する「ＪＰ ＢＡＮＫ カード ＷＥＢ」（以下「このサー

ビス」といいます。）の利用登録を行った方（以下「利用者」といいます。）に適用します。  

 

第２条 このサービスの内容 

(1) このサービスの内容は、会員属性照会やカード利用金額照会その他の別に定めるＪＰ ＢＡＮＫ 

カード ＷＥＢのサービス内容のとおりとします。 

(2) 会員規定第１条（会員）の家族会員である利用者がこのサービスを利用する場合は、サービス

内容に制限があります。 

 

第３条 利用設備等 

  このサービスの利用を希望する会員は、自己の責任と負担において、このサービスを利用するた

めに必要な端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備す

るものとします。  

 

第４条 利用者の登録等 

(1) このサービスの利用申込みができる方は会員であることを条件とします。 

(2) このサービスの利用を希望する会員は、このサービスの所定の画面表示に従い、会員番号、Ｅ

メールアドレス、その他このサービス所定の項目を入力の上、登録をしてください。当行は、Ｉ

Ｄ・パスワード（以下「認証情報」といいます。）を発行の上、画面に表示し、これをもって、

利用登録が完了したものとします。なお、登録に必要な所定の項目は、当行が随時変更できるも

のとします。  

(3) 利用者は、Ｅメールアドレス等、登録した内容に変更があった場合は、遅滞なくこのサービス

所定の方法にて当行に通知するものとします。利用者は、このサービス所定の方法で申請するこ

とにより、このサービスの利用を中止することができるものとします。  

(4) 認証情報を変更しようとするときは、利用者は、このサービスの所定の画面表示に従って届け

出てください。ただし、認証情報変更は、当行が認めた範囲内に限ります。 

 

第５条 認証情報の管理 

(1) 利用者は、認証情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、利用

者以外の第三者に認証情報によるこのサービスを利用させてはなりません。また、認証情報を他

人に貸与・譲渡等してはなりません。  

(2) 利用者は、第三者による認証情報の不正使用のおそれが生じた場合又は他人に使用されたこと

を認知した場合には、速やかにその旨を当行に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。

当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。  

(3) 第三者が、認証情報を使用して、このサービスを利用した場合、当該第三者による利用を利用

者本人の利用とみなします。なお、使用上の過誤又は第三者による不正使用等による損害につい

ては、利用者の故意過失の有無にかかわらず、当行はその責任を一切負わないものとします。  

(4) 利用者が第三者との契約により、当行を含む口座情報の集約サービスを利用する場合、当該サ

ービスの利用は利用者の責任で行い、当行は当該サービスの提供内容から生じる問題及び損害に

ついて、いかなる責任も負いません。  

 

第６条 このサービスの一時停止、中止 

(1) このサービスの提供は、当行が定めた所定の時間に行います。  

(2) 当行は、次の①又は②のいずれかに該当する場合には、利用者に対する事前の通知なく、この

サービスの利用の中止又は一時停止をすることができます。この場合、当行は、このサービスの

利用を中止又は一時停止することにより、利用者に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わな



 

いものとします。  

① 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力

により、このサービスの利用が困難であると当行が判断した場合 

② その他、コンピュータシステムの保守その他当行がやむを得ない事情でこのサービスの利用

の中止又は一時停止が必要と判断した場合 

(3) 当行は当行のホームページに公開するなどの所定の方法で利用者に通知することにより、この

サービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、

当行は一切責任を負わないものとします。  

 

第７条 禁止事項 

利用者は次の行為を行わないものとします。 

①  このサービスの利用・登録を行う場合、虚偽の情報を送信、登録する行為 

② このサービスによって得られた情報を営利行為に利用する行為 

③ 法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為 

④ このサービスの権利の譲渡に当たる行為 

⑤ その他、当行が不適当と認めた行為  

 

第８条 利用停止措置 

当行は、利用者がこの特約若しくは会員規定に違反した場合、又は次の①から④までのいずれか

に該当する場合には、利用者に通知することなくこのサービスの利用を停止することができるもの

とし、利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。 

① 利用者が会員規定第20条（会員資格の取消）により会員資格を取り消された場合、又は会員

規定第21条（退会）により退会した場合 

② 利用者が認証情報登録の際、又はこのサービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合 

③ 利用者がカード不正使用によって被害が発生したときや、当行に届け出た氏名、勤務先、住

所、カード代金支払口座等に変更があり、直ちに当行所定の届出用紙により手続を行わなかっ

た場合等、このサービスの提供が困難と予測される場合 

④ 利用者がこの特約やその他規定等に反する行為をするなど、当行が不適当と認めた行為を行

った場合 

 

第９条 通知及び情報提供 

(1) 利用者は当行所定の届出をすることにより、緊急や重要と当行が判断した場合を除くＥメール

による情報提供の中止を依頼できるものとします。  

(2) 当行が、登録されたＥメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者又

は第三者に対して損害が発生した場合、当行は一切責任を負わないものとします。  

(3) このサービスの利用及びこの特約に基づく利用者宛ての諸通知は、利用者が登録したＥメール

アドレスに係るサーバーにその内容が到達した時をもって通知したものとします。  

(4) Ｅメールの管理を行うＥメールアドレスに係るサーバーに関するシステムの事故があった場合、

Ｅメールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後のＥメールアドレスの登録を行わなかっ

た場合は、最終の登録されているＥメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって

通知したものとします。  

 

第10条 個人情報の取扱い 

Ｅメールアドレス等の登録情報やこのサービスの利用に関する情報等の個人情報の取扱いについ

ては、会員規定「個人情報の取扱いに関する同意条項」の第１条（個人情報の収集・保有・利用

等）のとおりとします。  

 

第11条  免責 

(1) 当行は、このサービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。

また、このサービスの利用により生じたいかなる損害についても、当行は一切責任を負わないも

のとします。  

(2) このサービスにおいて当行が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、当行が妥

当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものと



 

します。  

(3) 通信機械、回線若しくはコンピュータ等の障害によりこのサービスの取扱いが遅延若しくは不

能となった場合又はこのサービスに関して当行から送信した情報が表示遅延若しくは表示不能と

なった場合があってもそれにより生じた障害については、当行は責任を負いません。 

(4) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことに

より認証情報等が漏洩した場合があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負い

ません。 

(5) 利用者が、認証情報を使用して商品を購入する場合、当該取引は利用者と加盟店との間で行わ

れるものであって、当行はこれに関与しません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス

内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して生じた損害については、全て利用者と当該加盟店と

の間で解決するものとし、当行はこれについて責任を負いません。 

 

第12条 特約の変更 

この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に

は、利用者への事前通知または承諾なくして、この特約を随時変更することができるものとします。

この場合、利用者との契約上、重要な変更についてはあらかじめ当行のホームページに公開する等

の所定の方法により、変更内容を通知するものとします。また、変更内容について当行が利用者に

通知した後にこのサービスの利用があった場合は、利用者がこの特約の変更を承認したものとみな

します。 

 

第13条 会員規定の適用 

この特約の取扱いには、この特約のほか、「会員規定」が適用されます。ただし、この特約と会

員規定の内容に相違がある場合、この特約が優先して適用されるものとします。 

 

以上 


